
 

印章管理規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人徳島県サッカー協会（以下、「協会」という。）の印章の制定、

捺印及び管理に関する事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この規程でいう印章とは、協会において発行または受理する文書、証憑に捺印して、直

接的あるいは間接的に協会の権利義務を発生させる証とするものをいう。 

 

（印章の種類） 

第３条 協会において使用する印章は、次の各号に掲げる印章とする。 

 （１） 代表者印（実印） 

 （２） 社印 

 （３） 銀行取引印 

 

（原則） 

第４条 協会に対外的な権利義務を発生させる文書及び証憑類には、原則としてこの規程に定め

る印章を使用目的に応じて適切に使用する。 

２．第３条（１）を使用する時は会長の承認を得なければならない。 

 

（管理責任者） 

第５条 印章の管理責任者は協会事務総長が担う。 

 

（管理責任） 

第６条 印章の管理責任者が交代する場合、前任者と後任者は、印章に関する業務の引継を正確

に行うとともに管理責任者の変更を遅滞なく会長に届出なければならない。 

 

（捺印・保管） 

第７条 印章の捺印及び保管は、第５条に定める管理責任者とする。 

２．やむを得ない事情により代行者を定める場合は管理責任者の事前承認事項とする。 

３．印章は使用しない時には、施錠場所に格納する等厳格に管理しなければならない。 

４．印章は協会事務所からの持ち出しは厳禁とする。 



 

（紛失・盗難・毀損・事故） 

第８条 印章の紛失、盗難、毀損及びそれらに伴う事故発生の場合、管理責任者は、会長に遅滞

なく報告しなければならない。 

 

（捺印申請） 

第９条 実印、銀行取引印の捺印を求める者は、捺印申請書をもって捺印を必要とする内容を管

理責任者へ報告し、管理責任者はこれを保管する。 

 

附 則 

 

この規程は 令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

印章捺印申請書 

 
申込日       年     月      日 

 

申請者：所 属 

 氏 名 印 

 

 印章代行捺印者 印章捺印責任者 

件 名： 

  

提出先： 

部 数  正 ・ 副      部 

印章の種類 □代表者印（実印） □銀行取引印 

 

その他特記事項 

 稟議決裁内容 決裁日     年    月    日 

  


